
 

 

 

 

～資格取得はスタートラインです！ 一緒に楽しみ、学び、高め合う仲間との活動を～ 

 新規入会促進キャンペーンを開始します!! 

愛知県社会福祉士会では、若年層の新規入会を促進するために、入会時に30歳以下の方について、 

2023年度から3年度間、入会初年度に限り、入会金と年会費を免除するキャンペーンを開始します。 

概要は以下の通りです。この機会にぜひ入会をご検討ください。 

≪キャンペーンの概要≫ 

【期 間】２０２３年４月１日～２０２６年３月３１日までの３年度間 

【内 容】上記期間の新規入会者で条件を満たす人について、 

    入会初年度のみ 入会金￥５,０００  年会費￥１６,０００を免除(無料)とします。 

【条件等】①上記の新規入会年度に満３０歳を超えない人 (=３０歳以下の人) に限ります。 

②再入会の人は対象になりません。 

③入会金と年会費が無料となるのは入会初年度のみです。翌年度以降は年会費(￥１６,０００)が 

必要となります。 

 

社会福祉士会入会の3つの特典 

① 社会福祉士として必要な研修が受けられる！ 

 基礎研修、成年後見・権利擁護に関する研修など多分野の研修や事例検討会などを開催しています。 

会員料金にて、ご受講いただけます。                                                         

② 職域を越えて、様々な会員とネットワークが作れる！ 

 愛知県の会員数は約1,450名。全国では、約44,800名を超えています。 

  各種委員会活動、懇親会、県内の地域別（県下4支部）の取り組みがあります。 

③ 最新情報満載の会報が愛知県社会福祉士会と日本社会福祉士会から届く！ 

 日本社会福祉士会の会員専用サイトがご利用いただけます。 

  愛知県社会福祉士会のホームページ（一般社団法人 愛知県社会福祉士会 | (aichi-acsw.or.jp)もご覧ください。   

    

みなさまのご入会を 

お待ちしています 

 

愛知県社会福祉士会のご案内  
 社会福祉士のネットワーク作りを！   

 

http://www.aichi-acsw.or.jp/


入会資料の請求方法 

下記の「入会申込書送付依頼書」を、愛知県社会福祉士会事務局まで 

E-mail、ＦＡＸ、または郵送にてお送りください。 

 

入会時によくあるＱ＆Ａ 

 Ｑ．厚労省から登録証が届いていなくても入会できますか？ 

   Ａ．入会可能です。（ただし、6月までの入会者のみ） 

   登録証が届き次第、愛知県社会福祉士会事務局へ登録証コピ－をお送りください。 

 

  Ｑ．入会手続き中(愛知県社会福祉士会事務局へすでに入会申込み用紙を送付済み) 

でも研修に参加できますか？ 

Ａ．参加可能（会員料金）です。 

その際には、研修申込時に「入会申請中」と一言お伝えください。 

 

  Ｑ．入会金、年会費はいくらですか？ 

Ａ．入会金：5,000円（入会時のみ）、年会費：16,000円です。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

愛知県社会福祉士会事務局行（E-mail  acsw@aichi.email.ne.jp）  

（FAX 052-２０２-３００６） 

入会申込書送付依頼書 

氏
フリ

 名
ガナ

  
会員番号 
（会員の方） 

 

住
フリ

 所
ガナ

 
〒 

電話番号  FAX番号  

勤務先
フリガナ

 
 

勤務先
フリガナ

住所 

〒 

勤 務 先 

電話番号 
 勤 務 先 

FAX番号 
 

入会申込書送付希望先 自宅 ・ 職場（希望先に○をつけてください） 

必要部数            部 

                                             

一般社団法人愛知県社会福祉士会 事務局    

  〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸一丁目７番２号 桜華会館 南館 １階 

  ＴＥＬ：０５２-２０２-３００５ （平日 午前１０時～午後５時）        ＦＡＸ：０５２-２０２-３００６ 

  ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ URL http://www.aichi-acsw.or.jp/   E-mail  acsw@aichi.email.ne.jp 
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